
25 役場だより
Jan‐2019 24役場だより

Jan‐2019
【 見 方 ② 】

＝電話　 ＝ファックス　 ＝ E メール　 ＝ホームページ
【 見 方 ① 】

＝日時　 ＝会場　 ＝対象　 ＝定員　 ＝費用　 ＝申込み　 ＝問合せ

INFORMATION INFORMATION

乳
幼
児
・
1
歳
６
か
月
児
・
3

歳
児
健
診
の
お
知
ら
せ

平
成
31
年
1
月
８
日
（
火
）

保
健
セ
ン
タ
ー

無
料

内
容
身
体
計
測
、
問
診
、
診
察
、
歯
科
健
診
、

各
種
相
談

内容 受付 対　象 持ち物

3・4 か月児
13:00

平成30年8月14日～
平成30年10月8生 ・母子手帳

・アンケート用紙
（新生児訪問時にお渡し
しています）

7・8 か月児 平成30年４月14日～
平成30年６月8日生

11・12か月児
13:30

平成29年12月14日～
平成30年 ２月8日生

1 歳 6 か月児 平成29年5月14日～
平成29年７月8日生

・母子手帳・歯ブラシ
・当日の尿
・アンケート用紙
（対象児に郵送します）3 歳児 14:00 平成27年11月14日～

平成28年 １月8日生
※ご不明な点がありましたら、保健師までご相談ください。

保
健
セ
ン
タ
ー
☎
（
574
）
３
１
４
１

わ
ん
ぱ
く
広
場
に
お
い
で
く
だ
さ
い

　

子
ど
も
同
士
や
お
母
さ
ん
同
士
の
交
流
を

目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　

育
児
に
関
す
る
相
談
に
も
応
じ
ま
す
の

で
、
お
気
軽
に
参
加
し
て
く
だ
さ
い
。

10
時
～
12
時　

※
１
月
31
日
（
木
）
の
豆

ま
き
会
は
10
時
30
分
～
12
時
30
分
で
す
。

日　程 場　所 内　容 備　考

1月10日（木） 保健センター
自由遊び、発育測定
離乳食・幼児食試食

（11:00 ～）
母子手帳を持参してください。

1月17日（木）
こどもプラザとよころ

自由遊び たっぷり自由遊びを楽しみましょう。

1月24日（木） 自由遊び
鬼のお面作り 簡単な鬼のお面をつくります。

1月31日（木）ひだまり交流館
ほっとサロン
豆まき会

（10：30 ～ 12：30）

豆まきやジャンボ恵方巻を作って食べます。
持ち物：エプロン、おしぼり、飲み物
※参加申し込みは 1 月24 日（木）まで
※料金　大人 300 円（当日、徴収します）

2月 7 日（木） 保健センター
自由遊び、発育測定
離乳食・幼児食試食

（11:00 ～）
母子手帳を持参してください。

こ
ど
も
プ
ラ
ザ
と
よ
こ
ろ
☎
（
574
）
３
９
３
１

赤
ち
ゃ
ん
広
場
に
お
い
で
く
だ
さ
い

　

乳
児
（
１
歳
６
か
月
未
満
）
を
持
つ
親
子
が

安
心
し
て
遊
べ
、
お
母
さ
ん
同
士
が
子
育
て
に
つ

い
て
気
軽
に
お
し
ゃべ
り
で
き
る
広
場
で
す
。

１
月
16
日
（
水
）　

10
時
～
12
時

こ
ど
も
プ
ラ
ザ
と
よ
こ
ろ

１
歳
６
か
月
未
満
児
（
平
成
29
年
７
月
１

日
以
降
生
）
の
親
子
及
び
現
在
妊
娠
中
の
方

内
容
自
由
遊
び
、
ベ
ビ
ー
マッ
サ
ー
ジ
、
手
遊
び

備
考
赤
ち
ゃ
ん
を
遊
ば
せ
な
が
ら
、
お
母
さ

ん
同
士
で
お
し
ゃ
べ
り
し
て
交
流
を
深
め
ま

し
ょ
う
。
※
未
就
学
児
の
兄
弟
姉
妹
同
伴
は

か
ま
い
ま
せ
ん
。
兄
弟
姉
妹
に
つ
い
て
は
別

室
で
託
児
を
行
う
こ
と
も
で
き
ま
す
。

こ
ど
も
プ
ラ
ザ
と
よ
こ
ろ
☎
（
574
）
３
９
３
１

子
ど
も
・
子
育
て
新
制
度
に
お
け
る
新

規
事
業
等
の
認
可
ま
た
は
届
出
に
つい
て

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度
に
お
け
る

新
た
な
事
業
の
実
施
計
画
を
し
て
い
る
事
業

者
等
で
、
次
の
事
業
は
町
の
認
可
ま
た
は
届

出
が
必
要
に
な
り
ま
す
の
で
、
子
育
て
支
援

所
子
育
て
支
援
係
☎
（
574
）
３
９
３
１
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
願
い
ま
す
。

【
認
可
、
届
出
が
必
要
な
事
業
】

①
家
庭
的
保
育
事
業

定
員
５
人
以
下
で
、
家
庭
的
な
保
育
者
の

居
宅
等
で
行
う
保
育

②
小
規
模
保
育
事
業

定
員
６
人
か
ら
19
人
ま
で
で
行
う
小
規
模

な
保
育

③
事
業
所
内
保
育
事
業

事
業
所
内
で
事
業
所
の
従
業
員
の
子
ど
も

と
地
域
の
子
ど
も
を
一
緒
に
保
育

④
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業

保
育
を
必
要
と
す
る
子
ど
も
の
居
宅
に
お

い
て
1
対
1
で
行
う
保
育

⑤
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業（
学
童
保
育
）

小
学
校
の
放
課
後
等
で
、
家
庭
で
保
育
で

き
な
い
児
童
の
保
育

こ
ど
も
プ
ラ
ザ
と
よ
こ
ろ
☎（
574
）３
９
３
１

平
成
31
年
度
学
童
保
育
所
入
所
の
案

内
お
よ
び
入
所
説
明
会
開
催
に
つい
て

　

平
成
31
年
度
学
童
保
育
所
入
所
希
望
児
童

の
受
付
を
行
い
ま
す
。

【
受
付
期
間
】１
月
10
日（
木
）～
１
月
31
日（
木
）

こ
ど
も
プ
ラ
ザ
と
よ
こ
ろ
に
あ
る
申
込
用
紙
に

必
要
事
項
を
記
入
し
、
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

町
内
の
小
学
校
に
就
学
し
て
い
る
１
年
生
～

６
年
生
ま
で
の
児
童
※
保
護
者
が
居
宅
外
で

労
働
を
常
態
と
し
て
い
る
な
ど
、
昼
間
家
庭
で

の
保
育
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

【
定
員
】
40
人
【
保
育
料
】
保
育
児
童
１
人

に
つ
き
月
額
６
０
０
０
円
（
２
人
目
は
月
額

３
０
０
０
円
、
３
人
目
以
降
は
無
料
）

【
新
入
児
童
入
所
説
明
会
】

　

来
年
度
、
初
め
て
入
所
す
る
児
童
の
保
護
者
を

対
象
に
入
所
説
明
会
を
行
い
ま
す
の
で
、
必
ず
ご

出
席
く
だ
さ
い
。
な
お
、
入
所
を
希
望
さ
れ
る
方

で
当
日
出
席
で
き
な
い
場
合
は
、ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

２
月
７
日
（
木
）
16
時
～
（
30
分
程
度
）

こ
ど
も
プ
ラ
ザ
と
よ
こ
ろ

こ
ど
も
プ
ラ
ザ
と
よ
こ
ろ
☎（
574
）３
９
３
１

障
害
者
控
除
対
象
者
の
認
定
に

つ
い
て

　

納
税
者
自
身
又
は
配
偶
者
や
扶
養
親
族
が
、

控
除
対
象
の
障
害
者
・
介
護
認
定
者
に
当
て
は

ま
る
場
合
は
、
一
定
金
額
の
所
得
控
除
（
障
害

者
控
除
）
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
所
得

税
、
住
民
税
の
障
害
者
控
除
を
受
け
よ
う
と
す

る
方
（
身
障
・
療
育
手
帳
等
の
交
付
を
受
け
て

い
な
い
方
）
は
、
認
定
書
が
必
要
に
な
り
ま
す
の

で
、
役
場
福
祉
課
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

詳
細
に
つ
い
て
は
、
役
場
福
祉
課
介
護
保
険
係

☎
（
574
）
２
２
１
４
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

と
か
ち
生
活
あ
ん
し
ん
セ
ン
タ
ー

生
活
・
仕
事
相
談
会

日
常
生
活
や
仕
事
な
ど
、
心
配
ご
と
や
悩

み
ご
と
の
相
談
を
お
受
け
し
ま
す
。

平
成
31
年
1
月
10
日
（
木
）
12
時
30
分
～

14
時
20
分

え
る
夢
館
２
階
交
流
室
Ｃ
（
豊
頃
町
茂
岩

本
町
１
６
６
番
地
）

さ
ま
ざ
ま
な
理
由
か
ら
、
生
活
・
仕
事
に

お
困
り
の
方
（
秘
密
厳
守
・
相
談
料
無
料
）

と
か
ち
生
活
あ
ん
し
ん
セ
ン
タ
ー

☎
０
１
５
５
（
66
）
７
１
１
２

０
１
５
５
（
66
）

７
１
１
３

anshin@
tokachi18.hokkaido.jp

※
事
前
の
申
し
込
み
が
必
要
で
す
。

申
込
締
切
1
月
９
日
（
水
）
ま
で

ひ
と
り
親
家
庭
の
無
料
法
律
相
談
会

　

ひ
と
り
親
家
庭
の
お
母
さ
ん
・
お
父
さ
ん

が
、
養
育
費
の
取
り
決
め
や
離
婚
前
後
の
問

題
、
各
種
債
務
の
返
済
等
、
解
決
困
難
な
事

例
に
つ
い
て
弁
護
士
に
よ
る
専
門
相
談
を
受

け
ら
れ
る
よ
う
無
料
法
律
相
談
会
を
行
い
ま

す
。
是
非
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

平
成
31
年
１
月
18
日
（
金
）
13
時
～
15
時

帯
広
市
グ
リ
ー
ン
プ
ラ
ザ
（
帯
広
市
公
園

東
町
３
丁
目
９
番
地
１
）

ひ
と
り
親
家
庭
の
お
母
さ
ん
・
お
父
さ
ん

4
名
（
１
名
30
分
）
※
先
着
順

託
児
無
料 

※
事
前
申
し
込
み
が
必
要
で
す

申
込
締
切
▽
平
成
31
年
１
月
11
日（
金
）ま
で

帯
広
市
社
会
福
祉
協
議
会
母
子
家
庭
等
就

業
・
自
立
支
援
セ
ン
タ
ー
（
帯
広
市
公
園
東
町

３
丁
目
９
番
地
１　

帯
広
市
グ
リ
ー
ン
プ
ラ
ザ
）

☎
０
１
５
５
（
20
）
７
７
５
１

０
１
５
５
（
20
）

７
７
５
２

boshi@
obihiro-shakyo.jp

役
場
福
祉
課
福
祉
係
☎
（
574
）
２
２
１
４

確
定
申
告
の
お
知
ら
せ

　

平
成
30
年
分
の
所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別

所
得
税
〔
住
民
税
〕
の
確
定
申
告
の
相
談
お

よ
び
申
告
書
の
受
付
け
は
、
２
月
18
日
（
月
）

か
ら
３
月
15
日
（
金
）
ま
で
で
す
。

　

確
定
申
告
は
、「
前
年
の
申
告
書
控
え
」
や

「
確
定
申
告
の
手
引
き
」
な
ど
を
参
考
に
ご

自
分
で
作
成
し
、
提
出
し
て
く
だ
さ
い
（
確
定

申
告
書
な
ど
の
用
紙
や
手
引
き
は
、
国
税
庁

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
【http://w

w
w

.nta.go.jp

】
か

ら
入
手
で
き
る
ほ
か
、
役
場
住
民
課
に
も
備

え
付
け
て
い
ま
す
。）。

　

な
お
、
確
定
申
告
書
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ【http://w
w

w.nta.go.jp

】
の
「
確
定
申
告

書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
で
簡
単
に
作
成
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
作
成
し
た
確
定
申
告
書
は
、
印
刷

し
て
郵
送
等
に
よ
り
提
出
で
き
る
ほ
か
、
そ
の
ま

まe-T
A

X

（
※
）で
送
信
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
平
成
30
年
分
の
確
定
申
告
書
を
ご
自
宅

で
国
税
庁
ホ
ー
ムペー
ジ
「
確
定
申
告
書
等
作
成

コ
ー
ナ
ー
」
を
利
用
し
て
提
出
さ
れ
た
方
ま
た
は

税
務
署
な
ど
の
申
告
会
場
で
パソ
コ
ン
を
利
用
し

て
提
出
さ
れ
た
方
の
う
ち
、
利
用
者
識
別
番
号

や
予
定
納
税
額
等
を
お
知
ら
せ
す
る
必
要
が
あ

る
方
に
は
、
１
月
下
旬
に
「
確
定
申
告
の
お
知
ら

せ
」
を
送
付
し
ま
す
の
で
、
こ
ち
ら
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。
税
務
署
な
ど
の
申
告
会
場
に
お
越
し
の
際

に
は
、「
前
年
の
申
告
書
控
え
」、
確
定
申
告
に
必

要
な
書
類
お
よ
び
印
鑑
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

（
※
）e-T

A
X

の
利
用
に
あ
たって
は
、
電
子
証
明

書
の
取
得
（
手
数
料
が
必
要
）、
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
リ
ー

ダ
ラ
イ
タ
の
購
入
な
ど
の
事
前
準
備
が
必
要
で
す
。

【
公
的
年
金
等
を
受
給
さ
れ
て
い
る
皆
様
へ
】

　

公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
の
合
計
額
が

４
０
０
万
円
以
下
で
、
か
つ
、
公
的
年
金
等
に

係
る
雑
所
得
以
外
の
所
得
金
額
が
20
万
円
以

下
で
あ
る
場
合
に
は
、
所
得
税
お
よ
び
復
興

特
別
所
得
税
の
確
定
申
告
を
す
る
必
要
が
あ

り
ま
せ
ん
。

注
意
１
▽
こ
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
所
得
税
お

よ
び
復
興
特
別
所
得
税
の
還
付
を
受
け
る
た

め
の
確
定
申
告
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

注
意
２
▽
所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税

の
確
定
申
告
が
必
要
な
い
場
合
で
あ
っ
て

も
、
住
民
税
の
申
告
が
必
要
な
場
合
が
あ
り

ま
す
。
住
民
税
に
関
す
る
詳
し
い
こ
と
は
役

場
住
民
課
に
お
た
ず
ね
く
だ
さ
い
。

▽
十
勝
池
田
税
務
署
☎
（
572
）２
１
７
１
▽
役

場
住
民
課
住
民
税
係
☎
（
574
）２
２
１
３

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
『
タ
ッ
ク
ス

ア
ン
サ
ー
』
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

タ
ッ
ク
ス
ア
ン
サ
ー
は
、
国
税
に
関
す
る
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
税
務
相
談
室
で
す
。
よ
く
あ

る
ご
質
問
に
対
す
る
回
答
を
税
金
の
種
類
ご

と
に
調
べ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
な
お
、
国
税

に
関
す
る
一
般
的
な
相
談
は
、
電
話
相
談
セ
ン

タ
ー
で
受
け
付
け
て
お
り
ま
す
の
で
、
こ
ち
ら

も
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

◆
タ
ッ
ク
ス
ア
ン
サ
ー
へ
の
ア
ク
セ
ス
方
法

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
又
は
左
記
の
ア
ド
レ
ス
か

ら
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
検
索
サ
イ
ト
で「
タック
ス
ア

ン
サ
ー
」
と
検
索
し
て
も
、
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

http://w
w

w.nta.go.jp/

◆
電
話
相
談
セ
ン
タ
ー
の
ご
案
内

国
税
庁
で
は
、
電
話
に
よ
る
国
税
に
関
す

る
一
般
的
な
相
談
を
、
国
税
局
お
よ
び
国
税

事
務
所
ご
と
に
設
置
す
る
「
電
話
相
談
セ
ン

タ
ー
」
で
集
中
的
に
受
付
け
て
お
り
ま
す
。

最
寄
り
の
税
務
署
（
十
勝
池
田
税
務
署
☎

０
１
５
（
572
）
２
１
７
１
）
へ
お
電
話
を
お
か

け
い
た
だ
き
、
自
動
音
声
案
内
に
従
っ
て
、
番
号

※
入
所
受
付
や
保
育
に
関
す
る
相
談
は
随
時
行
って
い
ま
す
。

※
「
と
か
ち
生
活
あ
ん
し
ん
セ
ン
タ
ー
は
様
々
な
理
由
か
ら
、
生
活
・

仕
事
に
困
っ
て
い
る
方
の
ご
相
談
に
乗
る
た
め
に
北
海
道
十
勝
総
合

振
興
局
が
作
っ
た
相
談
窓
口
で
す

広
報
と
よ
こ
ろ

▽
子
育
て

役
場
だ
よ
り

広
報
と
よ
こ
ろ

役
場
だ
よ
り

▽
税
金


